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意見照会結果を踏まえた改訂案（「SDGs に貢献する金融商品に関するガイドブック」） 

 

（「SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック」抜粋） 

旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊1 ICMA による原則のほか、国や地域、国際機関等において策定された原則もあります。日本においては、環境
省により「環境省グリーンボンドガイドライン」が公表されました（2017 年）。一般的に、これらの原則に従い
発行された債券には、準拠する原則に応じグリーンボンド、ソーシャルボンド、又は、サステナビリティボンド
等の呼称が付されています。 

＊2 事業自体が SDGs に貢献すると考えられる機関としては、主に国際機関が考えられ、例えば、アジア開発銀行、
国際復興開発銀行（世界銀行）、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、国際金融公社、アフリカ開発銀行、欧州投資
銀行、北欧投資銀行などがあります。 

＊3 例えば、ICMA原則等で示されるインパクト・レポーティング（影響評価報告）に準じた内容が考えられます。
但し、事業自体が SDGs に貢献すると考えられる機関が発行し、インパクトに関する情報開示が適切になされて
いる債券であっても、原則に沿っていない場合もあることに注意が必要です。 

＊4 「SDGs 債」という呼称は主に国内市場で用いられており、海外市場についてはその限りではありません。 

＊1 トランジションボンドは、資金使途特定型（トランジションボンド）及び／又はサステナビリティ・リンク型
（トランジション・リンク・ボンド）の債券を含みます。 

＊2 KPI：Key Performance Indicators（重要業績評価指標）、SPTs：Sustainability Performance Targets（サス
テナビリティ・パフォーマンス・ターゲット） 

＊3 ICMA による原則のほか、国や地域、国際機関等において策定された原則もあります。日本においては、環境
省により「環境省グリーンボンドガイドライン」（2017 年）、金融庁により「ソーシャルボンドガイドライン」
（2021年）、金融庁・経産省・環境省により「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」
（2021年）が公表されました。一般的に、これらの原則に従い発行された債券には、準拠する原則に応じグリー
ンボンド、ソーシャルボンド、又は、サステナビリティボンド等の呼称が付されています。 

＊4 事業自体が SDGs に貢献すると考えられる機関としては、主に国際機関が考えられ、例えば、アジア開発銀行、
国際復興開発銀行（世界銀行）、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、国際金融公社、アフリカ開発銀行、欧州投資
銀行、北欧投資銀行などがあります。 

＊5 例えば、ICMA原則等で示されるインパクト・レポーティング（影響評価報告）に準じた内容が考えられます。
但し、事業自体が SDGs に貢献すると考えられる機関が発行し、インパクトに関する情報開示が適切になされて
いる債券であっても、原則に沿っていない場合もあることに注意が必要です。 

＊6 「SDGs 債」という呼称は主に国内市場で用いられており、海外市場についてはその限りではありません。 
 

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めているのはグリーンボンドやソーシャルボンド、サ
ステナビリティボンドなどを含むいわゆる「SDGs 債」です。 
調達資金が SDGs に貢献する事業に充当される債券、いわゆる「SDGs 債」には、SDGs の中でも環境・社会
へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原則（以下、「原則」と
いい、例えば、国際資本市場協会（ICMA）によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナ
ビリティボンド・ガイドラインなどを指します。）＊1に沿った債券や、事業全体が SDGs に貢献すると考え
られる機関＊2が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が適切＊3になされている債券が含まれ
ます＊4。 
 
SDGs債は、環境・社会課題解決を目的とした資金調達として発行されますが、元利払いにおける一般的な
SDGs債の信用力は、その発行体が発行する他の通常の債券と同様となります。SDGs 債が通常の債券と異な
る点は、環境・社会課題解決のための資金使途が特定されていることであり、複数の投資家から集められ
た投資資金は、直接金融市場を通じて、SDGs達成に資するプロジェクトに供給されます。 

 トランジションボンド 

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めているのはグリーンボンドやソーシャルボンド、サ
ステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションボンド＊1 などを含むいわゆ
る「SDGs 債」です。 
発行体のサステナビリティ戦略における文脈に即し、調達資金が SDGs に貢献する事業に充当される債券
や、SDGsの実現に貢献する KPI設定／SPTs＊2達成型の性質を持つ債券、いわゆる「SDGs債」には、SDGsの
中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原則
（以下、「原則」といい、例えば、国際資本市場協会（ICMA）によるグリーンボンド原則、ソーシャルボン
ド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、サステナビリティ・リンク・ボンド原則、クライメー
ト・トランジション・ファイナンス・ハンドブックなどを指します。）＊3に沿った債券や、事業全体が SDGs
に貢献すると考えられる機関＊4が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が適切＊5になされて
いる債券が含まれます＊6。 
 
SDGs債は、発行体のサステナビリティ戦略における文脈に即し、環境・社会課題解決を目的として発行さ
れますが、元利払いにおける一般的な SDGs債の信用力は、その発行体が発行する他の通常の債券と同様と
なります。SDGs債が通常の債券と異なる点は、環境・社会課題解決のための資金使途が特定されている及
び／又は SDGs の実現に貢献する KPI 設定／SPTs 達成型の性質を持っていることであり、複数の投資家か
ら集められた投資資金は、直接金融市場を通じて、SDGs 達成に貢献します。 
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意見照会結果を踏まえた改訂案（SDGs 債統計情報） 

 

（SDGs債統計情報グラフ） 

旧 新 

  

本資料は、2、5、8、11月の各月 10日（「休日」の場合は翌営業日）に、前々月までに起債された情報について、掲載

を行います（初回のみ 2019年 10月までの起債分を 11月 29日公表）。 

本資料は情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。また、引受会社等より情

報提供のあった範囲内での記載となっております。投資判断等のご利用に際しては、募集要項等で掲載項目の詳細を

ご確認いただきますようお願いいたします。 

本資料では、発行体により資金がグリーンプロジェクト、ソーシャルプロジェクト、サステナビリティプロジェクト

に充当されることが公表されているものを集計しています。 

本資料は、公表後に変更・訂正される場合があります。 

本資料に掲載された情報については、万全を期しておりますが、諸事情により誤りが含まれる可能性があります。掲

載された情報の利用は、利用者の責任の下に行うこととし、日本証券業協会は、これに関わる一切の責任を負うもの

ではありません。 

本資料は、2、5、8、11月の各月 10 日（「休日」の場合は翌営業日）に、前々月までに起債された情報について、掲

載を行います（初回のみ 2019年 10月までの起債分を 11月 29日公表）。 

本資料は情報提供を目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。また、引受会社等より情

報提供のあった範囲内での記載となっております。投資判断等のご利用に際しては、募集要項等で掲載項目の詳細を

ご確認いただきますようお願いいたします。 

本資料では、発行体により資金が原則に準拠したグリーンプロジェクト、ソーシャルプロジェクト、サステナビリテ

ィプロジェクト、トランジションプロジェクトに充当される債券又は SDGsの実現に貢献する KPI 設定／SPTs達成型

の性質を持つ債券のうち、外部レビュー（フレームワークの外部レビューを含む）を取得したものを集計しています。 

本資料は、公表後に変更・訂正される場合があります。 

本資料に掲載された情報については、万全を期しておりますが、諸事情により誤りが含まれる可能性があります。掲

載された情報の利用は、利用者の責任の下に行うこととし、日本証券業協会は、これに関わる一切の責任を負うもの

ではありません。 
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（SDGs債統計情報エクセル（抜粋）） 

旧 新 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 



サステナビリティ・リンク・ボンド、
トランジションボンドを踏まえたSDGs債の

整理について

日本証券業協会
SDGs推進室
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意見照会趣旨

今般、ICMAサステナビリティ・リンク・ボンド原則に基づく「サステナビリティ・リンク・ボンド」
や、 ICMAクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック、経済産業省クライメート
・トランジション・ファイナンスに関する基本指針に沿った「トランジションボンド」といった、新
しい種類の債券が国内において発行されていることを踏まえ、それらの債券とSDGs債と
の位置づけの整理（明示化）を行いたく、事務局案を検討いたしました。
本事務局案について、意見照会をさせていただきたく存じます。

 最終的には、本意見照会等を踏まえ、日証協HPのSDGs債の説明内容更新や、
SDGs債統計情報内容の更新、「SDGsに貢献する金融商品に関するガイドブック」の
改訂等を行いたいと考えております。

ご多忙中恐縮ではございますが、何卒ご協力のほど宜しくお願いいたします。



2

「ＳＤＧsに貢献する金融商品に関するガイドブック」の記載

2

調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される債券 ＝ 「 SDGs債」

次のような債券を含むとしている。
１：環境・社会へポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原則
（ICMA原則等）に沿った債券。

２：事業全体がSDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパクトに関する情報開示が
適切になされている債券。

１．現在の「SDGs債」の考え方



２.  今般、ご意見をいただきたい箇所
（下図オレンジ部分）

3

種類
グリーン
ボンド

ソーシャル
ボンド

サステナビリティ
ボンド

サステナビリティ
・リンク・ボンド

トランジションボンド(※)

調達資金使途
特定

（グリーンプロ
ジェクト）

特定
（ソーシャルプロ
ジェクト）

特定
（グリーン及び
ソーシャルプロ
ジェクト）

非特定

 特定・グリーン／ソーシャルプロジェクト該当型（グリーン
及びソーシャルボンド原則またはサステナビリティボンド・ガ
イドラインに整合する債券）

 特定・トランジションプロジェクト型（グリーン／ソーシャル
プロジェクトには当たらないが、プロセス等は既存の原則、
ガイドラインに従う債券）

 非特定型（サステナビリティ・リンク・ボンド原則に整合す
る債券の場合）

金利形態 固定／変動金利
主にKPIに関す
るSPTs達成状
況に応じて変動

 特定型の場合：固定／変動金利
 非特定型の場合：主にKPIに関するSPTs達成状況に
応じて変動

債券のSDGs貢献性

ICMA「グリーンボンド及びソーシャルボンド：持続可能な
開発目標(SDGs)に照らしたハイレベルマッピング」等を参
考に、資金使途の対象についてSDGs の目標およびター
ゲットへの貢献性を考慮可能（外部評価等により確認可
能）

ご意見を
いただきたい
箇所①

特定・グリーン／ソーシャルプロジェクト型の場合：
左記同様ICMAハイレベルマッピングを参考に考慮可能

特定・トランジションプロジェクト型の場合：
ご意見をいただきたい箇所 ②

非特定型の場合（サステナビリティ・リンク・ボンドに準ず
る）：ご意見をいただきたい箇所 ①

統一呼称／統計情報としての
SDGs債の対象範囲

対象
（統計情報については国内公募債が対象）

ご意見をいただきたい箇所 ③

※経済産業省「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」「クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」で記載されている「トランジション・ファイナンス」における
トランジション・ボンドを想定



３-1. ご意見をいただきたい箇所①
＜３つの対応案を検討＞

現在の範囲

SDGsに貢献する金融商品

・グリーンボンド
・ソーシャルボンド

・サステナビリティボンド

調達資金がSDGs
に貢献する事業に
充当される債券

対応案１．【現在の「SDG債」の考え方に加えて、赤字を追加】

・サステナビリティ・リンク・ボンド

KPI設定／SPTs達
成型の性質を持つ

債券

対応案２．【現在の「SDGs債」の考え方を次の赤字のように変更】

・グリーンボンド
・ソーシャルボンド

・サステナビリティボンド
・サステナビリティ・リンク・ボンド

発行体のサステナビリティ戦略における
文脈に即した債券

SDGsに貢献する金融商品

4

SDGsに貢献する金融商品

・グリーンボンド
・ソーシャルボンド

・サステナビリティボンド

調達資金がSDGs
に貢献する事業に
充当される債券

・サステナビリティ・リンク・ボンド

KPI設定／SPTs達
成型の性質を持つ

債券※

※明示的でなかった

SDGs債 SDGs債

SDGs債

対応案３．【現在の「SDGs債」 の他、「SDGsリンク債」という呼称を
新たに追加】

SDGsに貢献する金融商品

・グリーンボンド
・ソーシャルボンド

・サステナビリティボンド

調達資金がSDGs
に貢献する事業に
充当される債券

・サステナビリティ・リンク・ボンド

KPI設定／SPTs達
成型の性質を持つ

債券

SDGs債 SDGsリンク債

サステナビリティ・リンク・ボンドの整理（ご意見をいただきたい箇所①）

整理対応案（３パターン検討）



3-1. ご意見をいただきたい箇所①
＜３つの対応案をガイドブックに反映した場合＞

現在の記載（金融商品ガイドブック抜粋）

5

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めているのはグリーンボン
ドやソーシャルボンド、サステナビリティボンドなどを含むいわゆる「SDGs債」です。
調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される債券、いわゆる「SDGs債」に
は、SDGsの中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタン
ダードとして認められている原則（以下、「原則」といい、例えば、国際資本市場
協会（ICMA）によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティ
ボンド・ガイドラインなどを指します。）に沿った債券や、事業全体がSDGsに貢
献すると考えられる機関が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示
が適切になされている債券が含まれます。

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めているのはグリーンボン
ドやソーシャルボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンドなどを
含むいわゆる「SDGs債」です。調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される
債券や、KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券、いわゆる「SDGs債」には、
SDGsの中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダー
ドとして認められている原則（以下、「原則」といい、例えば、国際資本市場協
会（ICMA）によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボ
ンド・ガイドライン、サステナビリティ・リンク・ボンド原則などを指します。）に沿った
債券や、事業全体がSDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパクト
（改善効果）に関する情報開示が適切になされている債券が含まれます。

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めているのはグリーンボン
ドやソーシャルボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンドなどを
含むいわゆる「SDGs債」です。発行体のサステナビリティ戦略における文脈に即
した債券、いわゆる「SDGs債」には、発行体のサステナビリティ戦略における文脈
に即し、一般的にスタンダードとして認められている原則（以下、「原則」といい、
例えば、国際資本市場協会（ICMA）によるグリーンボンド原則、ソーシャルボ
ンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、サステナビリティ・リンク・ボンド原則
などを指します。）に沿った債券や、事業全体がSDGsに貢献すると考えられる
機関が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が適切になされてい
る債券が含まれます。

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めているのはグリーンボン
ドやソーシャルボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンドなどを
含むいわゆる「SDGs債／SDGsリンク債」です。調達資金がSDGsに貢献する
事業に充当される債券、いわゆる「SDGs債」には、SDGsの中でも環境・社会
へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原則
（以下、「原則」といい、例えば、国際資本市場協会（ICMA）によるグリーン
ボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドラインなどを指し
ます。）に沿った債券や、事業全体がSDGsに貢献すると考えられる機関が発
行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が適切になされている債券が
含まれ、KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券、いわゆる「SDGsリンク
債」には、ICMAのサステナビリティ・リンク・ボンド原則に沿った債券が含まれます。

サステナビリティ・リンク・ボンドの整理（ご意見をいただきたい箇所①）

３つの対応案を金融商品ガイドブックに反映した場合の具体的なイメージ

対応案１．【現在の「SDG債」の考え方に加えて、赤字を追加】

対応案２．【現在の「SDGs債」の考え方を次の赤字のように変更】 対応案３．【現在の「SDGs債」 の他、「SDGsリンク債」という呼称を
新たに追加】



対応案 メリット デメリット

対応案１．
【現在の「SDG債」の考え方に、
「KPI設定／SPTs達成型の性質を

持つ債券」を追加】】

現在の範囲にSLBを追加する体裁をとる
ため、最もシンプルな整理となる

今後更なる種類の債券が市場に追加される
場合、その都度検討が発生し得る可能性が
ある

対応案２．
【現在の「SDGs債」の考え方を

変更】

範囲をより包括的な内容に変更するため、
今後の更なる新しい種類の債券にも適
応できる可能性がある

基準がその他の案よりも不明確で、かつ対
象が広がり過ぎる可能性がある

対応案３．
【現在の「SDGs債」 の他、「SDGs

リンク債」という呼称を新たに追加】

「SDGsに貢献する金融商品」として、
「SDGs債」の他に、「SLBリンク債」として
明確かつ独立したカテゴライズをすることに
より、間接的に、「SDGs債」の範囲も
「調達資金がSDGsに貢献する事業に
充当される債券」と再認識され、より明
確となる

サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）を
「SDGs債」でなく「SDGsリンク債」と整理する
ため、SLBを「SDGs債」と扱わないことにな
り、「呼称の統一」という当初の命題からは
寧ろ離れてしまう可能性がある。今後更なる
種類の債券が市場に追加される場合、その
都度追加の検討が発生し得る可能性がある

3-1. ご意見をいただきたい箇所①
＜メリット・デメリット＞

サステナビリティ・リンク・ボンドの整理（ご意見をいただきたい箇所①）

それぞれの対応案のメリット／デメリット

6



3-1. ご意見をいただきたい箇所①
＜事務局案＞

7

 当初の統一呼称を検討した背景に鑑みて、わかりやすい（使いやすい）整理となっているか

 解釈が分かれる、範囲が曖昧な整理となっていないか（「原則に沿った債券」といったような限定性をもたせられるか）

サステナビリティ・リンク・ボンド（トランジションボンドのサステナビリティ・リンク・ボンドに準ずるものも含む）の整理

それぞれの対応案のメリット／デメリット、以下の論点を踏まえた事務局提案

⇒前述のメリット／デメリット、及び上記論点を踏まえ、現在の「ＳＤＧｓ債」の更なる種類の債券が市場に追加される

場合、その都度追加の検討が発生し得る可能性があるものの、分かりやすく、かつ明解な範囲である範囲の考え方

（調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される債券としている考え方）について、「対応案１」のとおりとし、SDGs

債について次のようなものを含むと考えることとしてはどうか。

論点

事務局提案

 SDGsの中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原

則（例えば、ICMAによるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、

サステナビリティ・リンク・ボンド原則など）に沿った次のような債券

・ 調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される債券

・ KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券

 事業全体がSDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が

適切になされている債券



3-２. ご意見をいただきたい箇所②
＜対応案を検討＞

現在の範囲

SDGsに貢献する金融商品

一般的にスタンダードとして認められている原則(※)に沿った債券
・グリーンボンド（ICMA原則準拠）
・ソーシャルボンド（ICMA原則準拠）

・サステナビリティボンド（ICMA原則準拠）

(※)金融商品ガイドブックには以下の注記が記載
「ICMAによる原則のほか、国や地域、国際機関等において策定され
た原則もあります。日本においては、環境省により「環境省グリーンボン
ドガイドライン」が公表されました（2017年）。一般的に、これらの原
則に従い発行された債券には、準拠する原則に応じグリーンボンド、
ソーシャルボンド、又は、サステナビリティボンド等の呼称が付されていま
す。」

調達資金がSDGsに貢献する事業に
充当される債券

SDGsに貢献する金融商品

対応案 【SDGs債の範囲にトランジションボンド（Ｐ5③の部分）を含む】

8

一般的にスタンダードとして認められている原則に沿った債券
・グリーンボンド（ICMA原則準拠）
・ソーシャルボンド（ICMA原則準拠）

・サステナビリティボンド（ICMA原則準拠）

・トランジションボンド（ICMA原則及び経産省基本指針準拠）

調達資金がSDGsに貢献する事業に
充当される債券

KPI設定／SPTs達成型の性質を持つトランジションボンドについては
サステナビリティ・リンク・ボンドのSDGs債の整理を踏まえ、
その整理に準拠することとする。

SDGs債 SDGs債

トランジションボンドの整理（ご意見をいただきたい箇所②）

整理対応案



3-２. ご意見をいただきたい箇所②
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 当初の統一呼称を検討した背景に鑑みて、わかりやすい（使いやすい）整理となっているか

 解釈が分かれる、範囲が曖昧な整理となっていないか（「原則に沿った債券」といったような限定性をもたせられるか）

トランジションボンドの整理

以下の論点を踏まえた事務局提案

⇒トランジションボンド（資金使途限定型）に係る「ＳＤＧｓ債」の範囲の考え方について、分かりやすく、かつ明解な範

囲とするサステナビリティ・リンク・ボンドの整理案を踏襲する形で、SDGs債について次のようなものを含むと考えるこ

ととしてはどうか。

※KPI設定／SPTs達成型の性質を持つトランジションボンドについては、サステナビリティ・リンク・ボンドの整理に準拠することとする。

論点

事務局提案

 SDGsの中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原

則等（例えば、ICMAによるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、

クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック、経済産業省によるクライメート・トランジション・

ファイナンスに関する基本指針など）に沿った次のような債券

・ 調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される債券

・ KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券

 事業全体がSDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が

適切になされている債券



3-２. ご意見をいただきたい箇所②

現在の記載（金融商品ガイドブック抜粋） 対応案イメージ

10

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めて
いるのはグリーンボンドやソーシャルボンド、サステナビリティボン
ドなどを含むいわゆる「SDGs債」です。調達資金がSDGsに
貢献する事業に充当される債券、いわゆる「SDGs債」には、
SDGsの中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、
一般的にスタンダードとして認められている原則（以下、「原
則」といい、例えば、国際資本市場協会（ICMA）によるグ
リーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボン
ド・ガイドラインなどを指します。）に沿った債券や、事業全
体がSDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパク
ト（改善効果）に関する情報開示が適切になされている
債券が含まれます。

SDGsに貢献する金融商品のなかでも、近年注目を集めて
いるのはグリーンボンドやソーシャルボンド、サステナビリティボン
ド、サステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションボンドなど
を含むいわゆる「SDGs債」です。調達資金がSDGsに貢献
する事業に充当される債券や、KPI設定／SPTs達成型の
性質を持つ債券、いわゆる「SDGs債」には、SDGsの中で
も環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にス
タンダードとして認められている原則等（以下、「原則等」と
いい、例えば、国際資本市場協会（ICMA）によるグリーン
ボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガ
イドライン、サステナビリティ・リンク・ボンド原則、クライメー
ト・トランジション・ファイナンス・ハンドブック、経済産業省
によるクライメート・トランジション・ファイナンスに関する基
本指針などを指します。）に沿った債券や、事業全体が
SDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパクト
（改善効果）に関する情報開示が適切になされている債
券が含まれます。

サステナビリティ・リンク・ボンド及びトランジションボンドの

整理対応案を金融商品ガイドブックに全て落とし込んだ際の具体的なイメージ



3-３. ご意見をいただきたい箇所③
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 現在の範囲の対象から大きく乖離するような範囲となっていないか

 （統計情報については）本協会のデータアベイラビリティに無理がない範囲となっているか

論点

事務局提案

統一呼称／統計情報としてのSDGs債の対象範囲

論点及び事務局提案

現在の対象

 統一呼称：公募／私募、国内／外債の別を問わず広く対象とする

 統計情報：（データのアベイラビリティに鑑み）外部レビューを取得した国内公募債を対象とする

※「SDGs債」統計情報のベースとなる本協会「公社債発行銘柄一覧」は国内公募債を集計対象としている

https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/saiken_hakkou/youkou/ichiran.html

⇒サステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションボンドついて、統一呼称としてのSDGs債の対象範囲は、公募／私募、国

内／国外債の別を問わず広く対象とするものの、統計情報に公表する債券は、データのアベイラビリティに鑑み、2019

年10月に地球環境分科会において意見照会を行い定められた範囲、すなわち「日本証券業協会 公社債発行銘柄

一覧」でカバーされる国内公募債券について、外部レビューを取得したものを引き続き対象とすることでどうか。

https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/saiken_hakkou/youkou/ichiran.html


以下参考
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<参考>
「SDGs債」呼称統一に係る背景について ①

 SDGs達成のためには民間金融を通じた資金調達が欠かせないところ、

SDGs に貢献する金融商品の総称については、証券会社各社において多様な呼称が用いられ、

その定義も各社によって異なっており、この点が、個人を含む投資家や販売側（外務員）の理解、

認知度向上を妨げる一因となっている。

 SDGs に貢献する投資の促進のためには、分かり易く、 統一した用語が使用されることが望ましい。

分科会等における議論

議論の結果、SDGs に貢献する債券を「SDGs 債」※1と統一して呼称することとし、

顧客に対する分かり易さ、認知度向上の観点から、可能な限り統一呼称を用い、

日証協は当該呼称が広く一般に浸透するよう、周知のための施策を行っていくとした※２。

※１SDGs債とした理由及びその範囲は次ページ参照
※２日証協では2019年４月にSDGsに貢献する金融商品に関するガイドブックを策定
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「呼称の範囲」及び「呼称としてSDGsを用いる理由」を以下のとおり整理

14

呼称の範囲（商品）について

 債券（資金使途指定債券）をターゲットに、「SDGs債」と呼称する

 資金使途が明確又は限定可能であり、SDGsへ貢献するものを特定しやすい

 SDGsは幅広い課題の解決に向けた包括的概念

 統一呼称の対象であるグリーンボンド、ソーシャルボンド等はSDGsのいずれかの目標に資する

 新たな種類のプロジェクトに係る債券の発行にも対応可能と考えられる

 証券会社の役職員のSDGs自体の認知度・理解度の向上に資する

 SDGs自体の認知度向上にもつながる

 本分科会は、証券業を通じたSDGsへの貢献を目的とする

 一般社会におけるSDGsの認知度向上に伴って、SDGsに関心のある層（投資未経験層を含む）による投資促進に

つながる

⇒投資家層の拡大

⇒発行体の拡大

「SDGs」を用いる理由、背景

＜参考＞はじめに
「SDGs債」呼称統一に係る背景について ②



グリーンプロジェクト事業区分例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

１．再生可能エネルギー ● ● ● ● ● ●
２．エネルギー効率 ● ● ●
３．汚染防止及び抑制 ● ● ●
４．生物自然資源及び土地利用に係る環境

持続型管理 ● ● ● ● ●
５．陸上及び水生生物の多様性の保全 ● ● ●
６．クリーン輸送 ●
７．持続可能な水資源及び廃水管理 ● ● ●
８．気候変動への適応 ● ● ●
９．高環境効率商品、環境適応商品、環境

に配慮した生産技術及びプロセス ● ● ●
10．地域、国または国際的に認知された標準

や認証を受けたグリーンビルディング ●

ソーシャルプロジェクト事業区分例

１．手ごろな価格の基本的インフラ設備 ● ●
２．必要不可欠なサービスへのアクセス ● ● ● ● ● ● ●
３．手ごろな価格の住宅 ● ● ● ● ● ●
４． 中小企業向け資金供給及び雇用創出 ● ●
５．食糧の安全保障と持続可能な食糧システム ● ●
６．社会経済的向上とエンパワーメント ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（参考）ICMA原則における

グリーン／ソーシャルプロジェクト事業区分例及びＳＤＧｓへのマッピング

出所：ICMA「持続可能な開
発目標（SDGs）に照らした
ハイレベルマッピング」

＜参考＞
ICMA原則におけるグリーン／ソーシャルプロジェクトに関する
SDGsへのマッピング



＜参考＞SDGs債／サステナビリティ・リンク・ボンドの整理

16

参考：ＳＬＢとＳＤＧｓの貢献性に関する関連情報

ICMAが６月１０日、
「Illustrative examples for the selection of Key Performance Indicators (KPIs) for Sustainability-Linked Bond issuers, 
underwriters and investors」と題するエクセル資料を公開。
ＳＬＢに関するテーマ、ＫＰＩの事例と並び、関連するＳＤＧｓのゴールへのマッピングが記載されている。



＜参考＞セカンドオピニオンにより、SLBのSDGsへの
貢献が記載された事例

17

一部の外部評価では、ＳＬＢに関して、SDGsへの貢献性を考慮する旨のセカンドオピニオンを公表
野村総合研究所サステナビリティ・リンク・ボンドに関するVigeo Eirisのセカンドオピニオン（抜粋）

選定されたKPIのSDGsに対する貢献性を記載

参考：ＳＬＢとＳＤＧｓの貢献性に関する関連情報

出所：Vigeo Eiris



参考：トランジションボンドとＳＤＧｓの貢献性に関する関連情報

18

＜参考＞トランジションボンド
クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業第一号
日本郵船 トランジションボンド

クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業第一号である
日本郵船のトランジションボンドについてセカンドオピニオン（抜粋）
グリーン／トランジションプロジェクトとSDGsに対する貢献性を記載

出所：DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社



参考：ICMA「Transition Bond」の整理

６月１０日更新ICMA「Guidance Handbook」において、ICMAは「Transition Bond」を以下のように記載

グリーン、サステナビリティボンド又はSLBについて、 Transition Bondになり得ると記載
（Climate Transition Finance HandbookではICMA原則に準拠するソーシャルボンドについても

トランジションファイナンスのスコープであるとして記載されているが、ここでは言及されていない） 19

＜参考＞ICMA「Transition Bond」の整理



クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業の対象事例（抜粋）

20

＜参考＞経済産業省
クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業公募要領
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2021年 11月 29日 

日本証券業協会 SDGs 推進室 

意 見 照 会 結 果 

 

●意見照会①（別添 PPT７ページ） 

サステナビリティ・リンク・ボンドの整理 

SDGs債について次の赤線箇所を明記することとする。 

 SDGsの中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原則（例えば、ICMAによるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、サス

テナビリティ・リンク・ボンド原則など）に沿った次のような債券 

・ 調達資金が SDGsに貢献する事業に充当される債券 

・ KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券 

 事業全体が SDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が適切になされている債券 

 

 違和感がない ６社（A社、B社、C社、D社、E社、F社） 

ご意見 事務局の考え方 

（D社） 

違和感はございませんが、資金使途無限定型の債券についても SDGs に貢献する KPI 設定／SPTs 達成型の性質が必

要なことを明記お願いします。 

SDGsの実現に貢献する KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券 

 

ご意見を踏まえ、「SDGsの実現に貢献する KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券」と追記させていただきま

す。 

 

（A社） 

PDF4ページに関連して、サステナビリティ・リンク・ボンドと同様に、トランジション・リンク・ボンドの整理に

ついても追記すべきではないでしょうか。2021年 9月 6日に公表した川崎汽船のトランジション・リンク・ファイ

ナンス・フレームワーク（「令和 3 年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」への申請を行

い、モデル事例としても選定されております）において、ボンド及びローンによるトランジョン ・ファイナンスを

継続的に実施できる体制を整備しております。今後、トランジション・リンク・ボンドによる SDGsに貢献する資金

調達も活発となると考えます。 

ご指摘の通り、KPI設定／SPTs達成型の性質を持つトランジションボンドである「トランジション・リンク・ボ

ンド」を SDGs債の対象としても、趣旨を損なうおそれはないこと等を踏まえ、「SDGsに貢献する金融商品に関す

るガイドブック」には、トランジションボンドの説明として、「トランジション・リンク・ボンド」も含まれるこ

とを明記することといたします。 

 

 違和感がある １社（G社） 

ご意見 事務局の考え方 

（G社） 

もともと SDGsの個々の目標に達成するに資すると考えられる公募ファイナンスについて証券業界の取組を示すた

めに「SDGs債」の呼称を採用したと理解しているので、その点を踏まえると対応案 2のほうがむしろ望ましいよ

うに思われます。（国際的には GSS債あるいは GSSS債という言い方がスタンダードになっていますが） 

各種原則類を踏まえたものの呼称（総称）としていますので、対応案 2で挙げられているデメリットは低いよう

に思われます。また対応案 2であれば設問 2のトランジションボンドも取り込むことが可能だと思いますし、今

後の市場の新展開にも対応しやすく、且つ証券業界（および発行体）の SDGs取組としての GSSS債取組の訴求に

もつながりやすいと考えます。 

 

対応案１として整理しつつ、ご意見を踏まえ、「SDGs に貢献する金融商品に関するガイドブック」には、「発行体

のサステナビリティ戦略における文脈に即し、」との文言を追記することといたします。 
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●意見照会②（別添 PPT９ページ） 

トランジションボンドの整理 

SDGs債について次の赤線箇所を明記することとする。 

 SDGsの中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原則等（例えば、ICMAによるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、ク

ライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック、経済産業省によるクライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針など）に沿った次のような債券 

・ 調達資金が SDGsに貢献する事業に充当される債券 

・ KPI設定／SPTs達成型の性質を持つ債券 

 事業全体が SDGsに貢献すると考えられる機関が発行し、インパクト（改善効果）に関する情報開示が適切になされている債券 

 

 違和感がない ７社（A社、B社、C社、D社、E社、F社、G社） 

ご意見 事務局の考え方 

（D社） 

内容は違和感ございませんが、クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針は金融庁、経済産

業省、環境省の共管ですのでその旨追記お願いいたします。 

ご意見を踏まえ、経産省以外の所管省庁も追記させていただきます。 

 

（A社） 

PDF8ページに掲載の対応案の図について、トランジションボンド（ICMA 原則及び経産省基本指針準拠←「ICMA

によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、クライメート・

トランジション・ファイナンス・ハンドブック、経済産業省によるクライメート・トランジション・ファイナン

スに関する基本指針など）とご記載下さい。） 

対応案の図は、今回の意見照会の便宜のために作成したものであることから、「SDGsに貢献する金融商品に関す

るガイドブック」に直接掲載することは予定しておりませんが、今後資料として使用する場合は、以下のように

修正して表現させていただきます。 

 

 

（G社） 

経産省の「基本方針」は基本的には ICMA Climate Transition Finance Handbookに沿ったものであると理解して

おります。「SDGs債」にかかる当初の議論で環境省のグリーンボンドガイドラインに言及しなかったのはあくまで

も国際的かつ一般的スタンダードに沿ったプロダクト（当初は GSS債）を「SDGs債」と総称することにしたこと

を踏まえるとトランジションファイナンスのスタンダードとして経産省の「基本方針」にここで言及するのは

（実際はともかく）若干違和感があります。 

ガイドブック枠内本文においては、あえて国際的かつ一般的な基準（ICMA原則）に限定して明言しており、環境

省「グリーンボンドガイドライン」は欄外に注書きとしていますので、整合性の観点から、「基本指針」について

も欄外に注書きすることとします。 

 違和感がある ０社 

ご意見 事務局の考え方 

- - 
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●意見照会③（別添 PPT11ページ） 

統一呼称／統計情報としてのサステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションボンドの整理 

サステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションボンドついて、統一呼称としての SDGs債の対象範囲は、公募／私募、国内／国外債の別を問わず広く対象とするものの、統計情報に公表する債券は、データのアベイラビリティに鑑

み、2019年 10月に地球環境分科会において意見照会を行い定められた範囲、すなわち「日本証券業協会 公社債発行銘柄一覧」でカバーされる国内公募債券について、外部レビューを取得したものを引き続き対象とする。 

 

 違和感がない ７社（A社、B社、C社、D社、E社、F社、G社） 

ご意見 事務局の考え方 

（D社） 

違和感はございませんが、新たな基準が出てきた場合に基準の妥当性で議論になるため、分かりやすさの観点か

ら、SDGs債のうち ICMA、日本政府によるガイドラインに準拠したものに限定するのは如何でしょうか。 

ご意見を踏まえ、統計情報の対象を明確にするため、日証協ウェブサイトの統計情報公表ページ上の表現を以下

の通り修正させていただきます。 

 

【HP掲載分抜粋】 

（修正前） 

……本資料では、発行体により資金がグリーンプロジェクト、ソーシャルプロジェクト、サステナビリティプロ

ジェクトに充当されることが公表されているものを集計しています。…… 

（修正後） 

……本資料では、発行体により資金が原則に準拠したグリーンプロジェクト、ソーシャルプロジェクト、サステ

ナビリティプロジェクト、トランジションプロジェクトに充当される債券又は SDGsの実現に貢献する KPI設定／

SPTs達成型の性質を持つ債券のうち、外部レビュー（フレームワークの外部レビューを含む）を取得したものを

集計しています。…… 

 

 違和感がある ０社 

ご意見 事務局の考え方 

- - 

 

 


